
新旧対照表

改 正 後 改 正 前

森 林 土 木 工 事 共 通 仕 様 書 森 林 土 木 工 事 共 通 仕 様 書

令和６年４月 改 定 令和４年４月 改 定
鹿 児 島 県 環 境 林 務 部 鹿 児 島 県 環 境 林 務 部



新旧対照表 １
改正後 改正前

第１編 共通編 第１編 共通編
第１章 総則 第１章 総則

第１節 第１節
１－１－１～１－１－３ （略） １－１－１～１－１－３ （略）

１－１－４ 施工計画書 １－１－４ 施工計画書
１．受注者は，工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法 １．受注者は，工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法

等についての施工計画書を監督職員に提出しなければならない。 等についての施工計画書を監督職員に提出しなければならない。
受注者は，施工計画書を遵守し工事の施工に当たらなければならない。 受注者は，施工計画書を遵守し工事の施工に当たらなければならない。
この場合，受注者は，施工計画書に次の事項について記載しなければな この場合，受注者は，施工計画書に次の事項について記載しなければな

らない。また，監督職員がその他の項目について補足を求めた場合には， らない。また，監督職員がその他の項目について補足を求めた場合には，
追記するものとする。 追記するものとする。

ただし，受注者は維持工事等簡易な工事や災害復旧の応急工事など緊急 ただし，受注者は維持工事等簡易な工事においては監督職員の承諾を得
を要する工事においては監督職員の承諾を得て記載内容の一部を省略する て記載内容の一部を省略することができる。
ことができる。
以下（略） 以下（略）

２.３.（略） ２.３.（略）

１－１－５～１－１－７ （略） １－１－５～１－１－７ （略）

１－１－８ 工事の着手 １－１－８ 工事の着手
受注者は，特記仕様書に工事に着手すべき期日について定めがある場合に 受注者は，特記仕様書に定めのある場合を除き，特別の事情がない限り，

は，その期日までに工事着手しなければならない。 契約書に定める工事始期日以降30日以内に工事に着手しなければならない。

１－１－９ （略） １－１－９ （略）

１－１－10 施工体制台帳 １－１－10 施工体制台帳
１．受注者は，工事を施工するために下請契約を締結した場合，国土交通省 １．受注者は，工事を施工するために下請負契約をした場合，国土交通省令

令及び「施工体制台帳に係る書類の提出及び施工体系図の取扱いについて」 及び「施工体制台帳及び施工体系図等の取扱いについて」（平成27年３月
(令和３年３月10日付土木部長通知)に従って記載した施工体制台帳を作成 13日土木部長通知）に従って記載した施工体制台帳を作成し，工事現場に
し，工事現場に備えるとともにその写しを監督職員に提出しなければなら 備えるとともに，監督職員に提出しなければならない。
ない。

２．第１項の受注者は，国土交通省令及び「施工体制台帳に係る書類の提出 ２．第１項の受注者は，国土交通省令及び「施工体制台帳及び施工体系図等
及び施工体系図の取扱いについて」(令和３年３月10日付土木部長通知)に の取扱いについて」（平成27年３月13日土木部長通知）に従って，各下請
従って，各下請業者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し，公 業者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し，公共工事の入札及
共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って，工事関係者 び契約の適正化の促進に関する法律に従って，工事関係者が見やすい場所
が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともにその写しを監督 及び公衆が見やすい場所に掲げるとともに監督職員に提出しなければなら
職員に提出しなければならない。 ない。

３．第１項の受注者は，監理技術者,監理技術者補佐，主任技術者（下請負 ３．第１項の受注者は，監理技術者，主任技術者（下請負者を含む）及び元
者を含む）及び元請負者の専門技術者（専任している場合のみ）に，工事 請負者の専門技術者（専任している場合のみ）に，工事現場内において，
現場内において，工事名，工期，顔写真，所属会社名及び社印の入った名 工事名，工期，顔写真，所属会社名及び社印の入った名札等を着用させな
札等を着用させなければならない。 ければならない。



新旧対照表 ２
改正後 改正前

４～５ （略） ４～５ （略）

１－１－11～１－１－17 （略） １－１－11～１－１－17 （略）

１－１－18 建設副産物 １－１－18 建設副産物
１～５ （略） １～５ （略）

６．受注者は，再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合 ６．受注者は，再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合
には，工事了後速やかに実施状況を記録した「再生資源利用計画書（実施 には，工事了後速やかに実施状況を記録した「再生資源利用計画書（実施
書）」及び「再生資源利用促進計画書（実施書）」を監督職員に提出しな 書）」及び「再生資源利用促進計画書（実施書）」を監督職員に提出しな
ければならない。 ければならない。

また，受注者は，法令等に基づき，再生資源利用計画及び再生資源利用
促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

１－１－19～１－１－25 （略） １－１－19～１－１－25 （略）

１－１－26 工事中の安全確保 １－１－26 工事中の安全確保
１～７ （略） １～７ （略）
８．受注者は，「土木請負工事における安全・訓練等の実施について（土木 ８．受注者は，土木請負工事における安全・訓練等の実施について（土木部

部長通知平成6年3月1日）」に基づき，工事着手後，作業員全員の参加に 長通知平成6年3月1日）に基づき，工事着手後，作業員全員の参加により
より月当たり，半日以上の時間を割当て，以下の各号から実施する内容を 月当たり，半日以上の時間を割当て，次の各号から実施する内容を選択し，
選択し，定期的に安全に関する研修・訓練等を実施し，実施状況報告書を 定期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。
完成書類に含めて提出しなければならない。なお，作業員全員の参加が困
難な場合は，分割して実施する事も出来る。
(1)～(6) （略） (1)～(6) （略）

９～18 （略） ９～18 （略）

１－１－27～１－１－39 （略） １－１－27～１－１－39 （略）

１－１－40 保険の付保及び事故の補償 １－１－40 保険の付保及び事故の補償
１～４ （略） １～４ （略）
５．受注者は，建設業退職金共済制度に該当する場合は同組合に加入し，そ ５．受注者は，建設業退職金共済制度に該当する場合は同組合に加入し，そ

の掛金収納書（発注者用）を工事請負契約締結後原則１ヶ月以内（電子申 の掛金収納書（発注者用）を工事請負契約締結後原則１ヵ月以内に，発注
請方式による場合にあっては，工事請負契約締結後原則40日以内）に，発 者に提出しなければならない。
注者に提出しなければならない。

１－１－41 （略） １－１－41 （略）



新旧対照表 １
改正後 改正前

第３編 森林土木工事共通編 第３編 森林土木工事共通編
第１章 総則 第１章 総則

第１節 総則 第１節 総則
１－１－１～１－１－６ （略） １－１－１～１－１－６ （略）

表１－１ 段階確認一覧表 表１－１ 段階確認一覧表



新旧対照表

改正後 改正前

森林土木工事共通仕様書 森林土木工事共通仕様書

平成 元年 ４月制定 平成 元年 ４月制定

平成 ４年 ４月改定 平成 ４年 ４月改定

平成 ８年 ４月改定 平成 ８年 ４月改定

平成１８年 ４月改定 平成１８年 ４月改定

平成２０年 ４月改定 平成２０年 ４月改定

平成２３年 ４月改定 平成２３年 ４月改定

平成２６年 ４月改定 平成２６年 ４月改定

平成２８年１０月改定 平成２８年１０月改定

平成３１年 ４月改定 平成３１年 ４月改定

令和 ２年 ４月改定 令和 ２年 ４月改定

令和 ２年 ７月改定 令和 ２年 ７月改定

令和 ３年 ４月改定 令和 ３年 ４月改定

令和 ４年 ４月改定 令和 ４年 ４月改定

令和 ６年 ４月改定

環境林務部工事監査 環境林務部工事監査


